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研
究
ノ
ー
ト

設
置
当
初
の
屯
田
兵
に
よ
る
北
海
道
防
衛
に
関
す
る
一
考
察門

松
　
秀
樹

は
じ
め
に

　

一
八
世
紀
末
の
ラ
ク
ス
マ
ン
の
根
室
来
航
以
降
、
千
島
列
島
や
樺
太
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
北
蝦
夷
地
を
中
心
に
日
露
間
に
お
い
て
小
規
模
な

衝
突
が
発
生
す
る
と
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
も
そ
の
対
策
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
ロ
シ
ア
に
南
下
の
意
図
が
あ
る
こ
と
を

察
し
た
幕
末
期
以
降
、
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
は
ロ
シ
ア
と
の
国
境
問
題
な
ど
に
よ
り
、「
北
門
の
鎖
鑰
」
と
し
て
、
そ
の
防
衛
体
制
の
確
立

が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
か
か
る
緊
張
し
た
状
況
は
明
治
維
新
以
後
も
変
わ
ら
ず
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
樺
太
・
千
島
交

換
条
約
に
よ
り
日
露
間
の
国
境
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
継
続
し
た
。

　

一
方
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
開
拓
使
に
お
い
て
、
明
治
四
年
以
降
、
実
質
的
な
責
任
者
と
な
っ
て
い
た
開
拓
次
官
の
黒
田
清

隆
は
、
北
海
道
の
防
衛
と
開
拓
を
推
進
す
べ
く
屯
田
兵
の
設
置
を
実
現
す
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
開
拓
使
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
明
治
一
〇
年
代
前
半
期
の
屯
田
兵
を
対
象
に
、
屯
田
兵
が
北
海
道
の
防
衛
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
屯
田
兵
設
置
に
際
し
て
の
関
係
各
省
の
間
の
審
議
を
踏
ま
え
て
考
察
を
進
め
る
と
と
も
に
、
と
も

す
れ
ば
二
線
級
部
隊
と
見
な
さ
れ
て
き
た
屯
田
兵
の
戦
力
に
つ
い
て
、
そ
の
装
備
な
ど
を
中
心
に
再
検
討
を
行
い
た
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、



（2）

屯
田
兵
設
置
が
北
海
道
の
防
衛
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
　
屯
田
兵
の
設
置
を
め
ぐ
る
諸
省
の
動
向

（
一
）
黒
田
清
隆
に
よ
る
屯
田
兵
設
置
の
建
議

　

明
治
六
年
一
一
月
、
開
拓
使
次
官
の
黒
田
清
隆
は
北
海
道
の
開
拓
方
針
に
関
す
る
建
議
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
屯
田
兵
の
設
置
を
提

言
し
た
（
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
、
適
宜
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
上
で
句
読
点
を
追
加
し
て
い
る
―
筆
者
註
）1
。

北
海
道
及
樺
太
ノ
地
ハ
、
当
使
創
置
以
来
専
ラ
力
ヲ
開
拓
ニ
用
ヒ
、
未
タ
兵
衛
ノ
事
ニ
及
ハ
ス
。
今
ヤ
開
拓
ノ
業
漸
ク
緒
ニ
就
キ
人
民

ノ
移
住
ス
ル
者
モ
亦
随
テ
増
加
ス
。
之
ヲ
鎮
撫
保
護
ス
ル
所
以
ノ
者
無
カ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
。
況
ン
ヤ
樺
太
ノ
国
家
ノ
深
憂
タ
ル
ハ
固
ヨ

リ
論
ヲ
待
タ
ス
。
故
ニ
今
日
ノ
急
務
ハ
軍
艦
ヲ
備
ヘ
兵
営
ヲ
置
ク
ニ
ア
リ
。
抑
モ
管
内
鎮
台
ノ
設
ケ
自
ラ
府
県
ノ
法
ニ
準
シ
施
行
ア
ル

ヘ
シ
ト
雖
モ
、
其
ノ
全
備
ヲ
求
ム
レ
ハ
費
用
甚
鉅
ナ
リ
。
容
易
ニ
弁
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。
今
略
屯
田
ノ
制
ニ
倣
ヒ
民
ヲ
移
シ
テ
之
ニ
充

テ
且
耕
シ
且
守
ル
ト
キ
ハ
開
拓
ノ
業
封
疆
ノ
守
リ
両
ナ
カ
ラ
其
便
ヲ
得
ン
。
…
（
中
略
）
…
旧
館
県
及
ヒ
青
森
酒
田
宮
城
県
等
士
族
ノ

貧
窮
ナ
ル
者
ニ
就
テ
、
強
壮
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
堪
ル
ヘ
キ
者
ヲ
精
選
シ
、
挙
家
移
住
ス
ル
ヲ
許
シ
、
札
幌
及
ヒ
小
樽
室
蘭
函
館
等
ノ
處
ニ

於
テ
家
屋
ヲ
授
ケ
金
穀
ヲ
支
給
シ
テ
産
業
ノ
資
ク
ル
別
ニ
載
ス
ル
處
ノ
如
シ
…
（
以
下
略
）

　

黒
田
は
明
治
三
年
五
月
に
樺
太
専
任
の
開
拓
使
次
官
に
就
任
し
て
以
来
、
北
海
道
の
開
拓
に
つ
い
て
た
び
た
び
建
議
を
行
い
、
明
治
三
年
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一
〇
月
の
い
わ
ゆ
る
「
十
月
建
議
」
に
お
い
て
、
一
年
間
に
一
〇
〇
万
円
の
予
算
を
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
集
中
的
に
北
海
道
開
拓
に
投
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
北
海
道
の
開
拓
を
推
進
し
、
本
州
と
同
様
の
統
治
を
可
能
に
す
べ
き
こ
と
や
、
北
海
道
本
島
の
開
拓
に
集
中
す
る
た
め
に

樺
太
を
放
棄
す
べ
き
こ
と
、
外
国
人
顧
問
を
は
じ
め
と
し
て
適
切
な
人
材
を
登
用
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
示
し
、
政
府
に
よ
る
北
海
道
開
拓
方

針
の
決
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た2
。
明
治
四
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
欧
米
諸
国
を
外
遊
し
た
際
に
は
、
開
拓
使
の
顧
問
と
し
て
元

ア
メ
リ
カ
農
務
省
長
官
の
ホ
ー
レ
ス
・
ケ
プ
ロ
ン
の
招
聘
に
成
功
し
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
に
開
拓
使
長
官
で
あ
っ
た
東
久
世
通
禧
が
侍
従

長
に
転
ず
る
と
、
次
官
の
ま
ま
で
開
拓
使
に
お
け
る
事
実
上
の
最
高
責
任
者
と
な
り
、
自
ら
が
「
十
月
建
議
」
で
示
し
た
方
針
に
従
っ
て
北

海
道
の
開
拓
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る3
。

　

さ
て
、
黒
田
が
屯
田
兵
の
設
置
を
建
議
し
た
理
由
と
し
て
は
、
当
時
、
日
露
和
親
条
約
に
よ
っ
て
両
国
雑
居
地
と
定
め
ら
れ
、
国
境
を
設

定
し
て
い
な
か
っ
た
樺
太
で
発
生
す
る
日
露
両
国
民
間
の
紛
争
へ
の
対
処
を
最
初
に
挙
げ
て
い
る
。
樺
太
に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
側
が
樺
太

に
お
け
る
日
本
側
の
拠
点
で
あ
っ
た
久
春
古
丹
（
後
の
大
泊
、
現
在
の
コ
ル
サ
コ
フ
―
筆
者
註
）
の
北
隣
の
函
泊
の
日
本
人
居
留
地
を
占
拠

し
て
兵
営
の
建
設
を
行
っ
て
い
た
ほ
か
、
こ
れ
に
抗
議
し
た
外
務
省
の
職
員
の
身
柄
が
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
な
ど
、
両
国
間
の
緊

張
は
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
。
特
に
、
明
治
六
年
四
月
に
は
、
函
泊
で
発
生
し
た
火
災
の
消
火
活
動
を
ロ
シ
ア
兵
が
妨
害
し
た
上
で
日
本
側
が

備
蓄
し
て
い
た
薪
や
漁
番
小
屋
に
放
火
す
る
な
ど
、「
函
泊
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
紛
争
が
発
生
し
て
い
た4
。「
十
月
建
議
」
以
来
、
樺
太
放

棄
論
者
と
さ
れ
て
い
た
黒
田
は
、
か
か
る
状
況
を
受
け
て
ロ
シ
ア
へ
の
対
抗
と
現
地
の
治
安
維
持
の
た
め
に
同
年
九
月
に
は
樺
太
へ
の
派
兵

を
建
議
し
、
さ
ら
に
屯
田
兵
の
設
置
を
建
議
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
黒
田
の
屯
田
兵
設
置
や
樺
太
派
兵
論
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
征
韓
論
」
を
め
ぐ
っ
て
西
郷
隆
盛
と
大
久
保
利
通
と
い
う

同
郷
の
先
輩
に
し
て
薩
摩
閥
の
有
力
者
の
対
立
が
極
め
て
深
刻
化
し
て
お
り
、
西
郷
の
関
心
を
朝
鮮
半
島
問
題
か
ら
逸
ら
す
こ
と
で
対
立
の

緩
和
を
図
ろ
う
と
し
た
一
種
の
牽
制
策
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る5
。
し
か
し
、
黒
田
に
よ
る
明
治
六
年
一
一
月
の
建
議
に
よ
っ
て
政
府

は
屯
田
兵
の
設
置
を
本
格
的
に
検
討
し
、
同
年
一
二
月
二
五
日
に
屯
田
兵
設
置
許
可
が
開
拓
使
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
黒
田
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の
建
議
が
西
郷
の
征
韓
論
に
対
す
る
牽
制
を
目
的
と
す
る
形
式
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
黒
田
に
よ
る
屯
田
兵
設
置
の
建
議
に
お
い
て
は
、「
旧
館
県
及
ヒ
青
森
酒
田
宮
城
県
等
士
族
ノ
貧
窮
ナ
ル
者
」
か
ら
、「
強
壮
ニ
シ

テ
兵
役
ニ
堪
ル
ヘ
キ
者
ヲ
精
選
」
し
て
、
北
海
道
に
家
族
と
と
も
に
移
住
さ
せ
、
土
地
・
家
屋
や
農
業
に
必
要
と
な
る
初
期
資
金
を
与
え
た

上
で
定
住
を
図
る
と
し
て
お
り
、
い
わ
ば
戊
辰
戦
争
等
で
疲
弊
し
た
東
北
地
方
に
お
け
る
士
族
階
層
に
対
す
る
授
産
事
業
と
し
て
の
目
的
を

有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
黒
田
の
屯
田
兵
設
置
に
関
す
る
か
か
る
構
想
は
、
明
治
四
年
八
月
の
大
久
保
宛
書
簡
に
お
い
て
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
に
は
、
御
親
兵
の
創
設
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
一
八
〇
万
円
に
つ
い
て
、「
右
半
分
ヲ
以
テ
蝦
夷
地
ヘ
屯
田

同
様
之
振
合
ニ
テ
植
民
仕
候
」
と
、
御
親
兵
設
置
経
費
の
半
額
を
屯
田
兵
設
置
に
振
り
向
け
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、「
斗
南
八
千
人
は
初

メ
家
作
農
具
一
切
ノ
入
費
三
ヶ
年
分
六
拾
二
万
六
千
両
余
ニ
相
成
申
候
」
と
、
会
津
戦
争
後
に
懲
罰
的
に
下
北
半
島
に
移
住
さ
せ
ら
れ
て
い

た
斗
南
藩
士
族
を
北
海
道
に
移
住
・
定
着
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
三
年
分
の
初
期
経
費
が
六
二
万
六
〇
〇
〇
円
あ
ま
り
の
見
込
み
と
な
る
こ

と
な
ど
、
こ
の
と
き
は
主
と
し
て
斗
南
藩
士
族
の
救
済
政
策
と
し
て
屯
田
兵
を
活
用
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る6
。

（
二
）
屯
田
兵
設
置
を
め
ぐ
る
諸
省
の
動
向

１　

陸
軍
省
の
動
向

　

黒
田
よ
り
屯
田
兵
設
置
の
建
議
が
政
府
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
関
係
各
省
の
間
で
討
議
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
最
も
関
係
が
深
い
と

考
え
ら
れ
る
陸
軍
省
の
反
応
を
確
認
す
る
。

　

黒
田
の
建
議
に
対
し
て
、
陸
軍
省
は
明
治
六
年
一
二
月
に
「
陸
軍
省
意
見
」
と
し
て
そ
の
見
解
を
示
し
た7
。
ま
ず
、
屯
田
兵
の
設
置
自

体
に
つ
い
て
は
、「
北
海
道
ハ
北
門
ノ
鎖
鑰
」
と
し
て
北
辺
防
衛
の
重
要
性
そ
の
も
の
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、「
従
来
未
タ
曽
テ
兵
備
ナ
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キ
ノ
地
」
で
あ
る
北
海
道
に
、
急
速
に
大
規
模
な
兵
力
を
展
開
す
る
こ
と
は
ロ
シ
ア
と
の
緊
張
を
か
え
っ
て
高
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を

懸
念
し
て
い
る
。
ま
た
、
陸
軍
と
し
て
の
国
土
防
衛
体
制
構
築
に
関
す
る
基
本
方
針
と
し
て
は
、
ま
ず
は
「
中
心
要
衝
ノ
地
ニ
厚
ク
」
し
て
、

そ
の
後
に
「
四
末
ノ
地
ニ
及
ホ
ス
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
海
道
は
北
辺
防
衛
に
お
け
る
要
衝
で
は
あ
る
が
、
本
州
の
重
要
地

点
と
比
較
す
れ
ば
「
末
」
で
あ
り
、「
勉
メ
テ
内
地
ヲ
堅
ク
シ
四
周
敵
ニ
応
ス
ヘ
キ
ノ
備
ヲ
ナ
シ
、
陸
続
絶
ヘ
サ
ル
ノ
本
ヲ
厚
ウ
ス
ル
ニ
在

リ
」
と
、
本
州
の
防
衛
を
優
先
す
べ
き
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

北
海
道
に
お
い
て
は
、
外
国
の
侵
攻
を
受
け
た
場
合
は
、「
我
必
ス
戦
ハ
ス
引
テ
山
窪
ノ
間
ニ
蟄
シ
、
敵
去
レ
ハ
其
翼
ヲ
撃
チ
其
尾
ヲ
踵

ミ
以
テ
其
遺
判
ヲ
制
シ
、
勉
メ
テ
持
久
ノ
計
」
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
遊
撃
戦
を
中
心
と
す
る
侵
攻
軍
に
対
す
る
遅
滞
戦

術
を
展
開
し
て
本
州
か
ら
の
来
援
を
待
つ
こ
と
を
基
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
陸
軍
省
意
見
」
に
示
さ
れ
た
北
海
道
防
衛
の
基
本
方
針
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
北
海
道
に
配
備
す
る
の
は
、「
屯
田
漁
猟
ノ
法
」
で
自
活
し
、「
小
戦
山
闘
ノ
術
」、
す
な
わ
ち
遊
撃
戦
術
の
訓
練
に
習
熟
し

た
「
僅
少
ノ
軍
」
に
留
め
る
べ
き
と
い
う
の
が
陸
軍
省
の
意
見
で
あ
り
、
一
定
期
間
を
経
過
し
て
本
州
の
防
衛
体
制
が
十
分
に
構
築
さ
れ
て

後
に
、「
移
住
ノ
丁
壮
ト
土
人
ノ
丁
壮
」、
す
な
わ
ち
本
州
よ
り
移
住
し
た
人
々
と
ア
イ
ヌ
の
人
々
か
ら
成
る
「
後
備
ノ
軍
」
を
配
備
す
る
と

い
う
方
針
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
北
海
道
に
配
備
す
べ
き
部
隊
は
あ
く
ま
で
も
二
線
級
部
隊
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
北
海
道
の
防
衛
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
八
月
に
西
郷
が
「
箱
館
へ
は
鎮
台
召
し
建
て
」
る
こ
と
を
提
議
し
た
こ
と
が
屯
田
兵
設

置
に
か
か
わ
る
問
題
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る8
。
西
郷
の
構
想
で
は
、
ロ
シ
ア
の
南
下
に
十
分
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
本

州
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
、
東
京
・
仙
台
・
名
古
屋
・
大
阪
・
広
島
・
熊
本
の
各
鎮
台
と
同
様
に
歩
兵
二
個
連
隊
を
基
幹
と
す
る
五
〇
〇
〇

名
以
上
の
正
規
軍
部
隊
を
函
館
に
配
備
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
陸
軍
省
の
防
衛
方
針
と
は
か
な
り
異
な
る
構
想
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
西
郷
の
函
館
鎮
台
構
想
は
、
明
治
六
年
の
政
変
に
よ
り
西
郷
自
身
が
下
野
し
た
こ
と
で
消
滅
し
て
お
り
、
代
わ
っ

て
黒
田
に
よ
る
屯
田
兵
設
置
構
想
が
本
格
的
に
政
府
内
に
お
い
て
討
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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な
お
、
開
拓
使
に
対
し
て
屯
田
兵
設
置
が
許
可
さ
れ
た
後
も
、
兵
員
の
訓
練
な
ど
に
つ
い
て
は
陸
軍
省
と
協
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

明
治
七
年
五
月
に
再
び
陸
軍
省
は
屯
田
兵
に
対
す
る
見
解
を
「
陸
軍
省
答
議
」
と
し
て
示
し
た9
。
陸
軍
省
は
、「
平
常
ノ
兵
ヲ
募
リ
候
テ
ハ

一
卒
ニ
テ
モ
開
釁
ノ
口
実
ニ
相
成
候
」
と
、
通
常
編
制
の
陸
軍
部
隊
を
北
海
道
に
配
備
す
る
こ
と
は
ロ
シ
ア
を
刺
激
し
、
紛
争
の
口
実
と
さ

れ
か
ね
な
い
こ
と
を
懸
念
し
、「
屯
田
憲
兵
ヲ
被
置
為
候
方
尋
常
ノ
屯
田
兵
ヨ
リ
モ
勝
リ
候
」
と
、
あ
え
て
憲
兵
と
し
て
警
察
機
能
を
有
す

る
軽
装
の
部
隊
に
限
定
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
、
陸
軍
省
は
、
開
拓
使
次
官
の
黒
田
が
陸
軍
少
将
を
兼
ね
る
こ
と
で
屯
田
兵

の
管
理
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
、
訓
練
等
は
陸
軍
が
担
当
す
る
が
、
屯
田
兵
は
開
拓
使
次
官
で
あ
る
黒
田
の
管
轄
下
に
置
い
て
、
正
規
の
陸

軍
部
隊
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ロ
シ
ア
を
刺
激
す
る
こ
と
を
避
け
る
べ
く
配
慮
し
て
い
る
。

　

明
治
七
年
一
〇
月
三
〇
日
に
達
せ
ら
れ
た
「
屯
田
憲
兵
例
則
」
は
、
か
か
る
陸
軍
省
の
主
張
を
反
映
し
た
も
の
と
な
り
、
屯
田
兵
は
「
徒

兵
憲
兵
ニ
編
制
シ
有
事
ニ
際
シ
テ
速
カ
ニ
戦
列
兵
ニ
転
ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
さ
れ
、
平
時
は
憲
兵
と
し
て
勤
務
し
、
有
事
に
際
し
て
は
「
戦
列

兵
」、
す
な
わ
ち
通
常
の
陸
軍
部
隊
と
し
て
再
編
制
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た10
。

　

ま
た
、「
屯
田
憲
兵
例
則
」
が
定
め
る
屯
田
兵
の
編
制
は
、
三
個
大
隊
を
も
っ
て
一
個
連
隊
を
編
制
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
一
個
大
隊

は
二
個
中
隊
、
一
個
中
隊
は
二
個
小
隊
か
ら
成
る
な
ど
、
鎮
台
の
歩
兵
連
隊
と
比
べ
る
と
や
や
小
規
模
の
編
制
と
な
っ
た
。

２　

海
軍
省
の
動
向

　

黒
田
は
、
屯
田
兵
の
設
置
に
当
た
っ
て
北
辺
の
防
衛
や
兵
員
の
輸
送
な
ど
の
た
め
に
、
海
軍
に
対
し
て
軍
艦
二
隻
を
北
海
道
に
配
備
す
る

よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
黒
田
の
屯
田
兵
設
置
の
建
議
に
対
し
て
海
軍
省
も
ま
た
明
治
六
年
一
二
月
に
「
海
軍
省
答
議
」
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
を
示
し
た11
。
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（
前
略
）
…
抑
北
海
道
ノ
如
キ
ハ
我
北
方
ノ
障
壁
門
戸
ニ
有
之
候
ヘ
ハ
、
必
ス
之
レ
カ
鎖
鑰
ヲ
施
シ
以
テ
保
護
ノ
設
ケ
ナ
ク
ン
バ
ア
ル

ベ
カ
ラ
ス
。
別
テ
今
日
ノ
形
成
ニ
在
テ
ハ
、
益
以
テ
保
土
護
民
ノ
道
厳
備
ナ
ラ
サ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
固
ヨ
リ
所
不
竢
論
也
。
然
ル
處
、
今

般
開
拓
使
建
言
ノ
趣
、
農
兵
屯
田
ノ
制
ハ
至
当
ノ
儀
ト
存
候
間
、
其
通
リ
御
允
裁
相
成
リ
可
然
。
…
（
中
略
）
…
然
レ
ト
モ
方
今
巨
大

ノ
御
入
用
有
之
候
折
柄
ニ
付
、
差
向
ク
處
、
平
素
軍
艦
二
艘
ヲ
回
置
ン
。
北
海
一
ト
通
リ
ノ
御
警
備
相
立
候
様
致
度
、
実
ニ
同
方
ノ
儀

ハ
一
月
モ
荏
苒
放
過
ス
ヘ
キ
ニ
無
之
候
間
、
断
然
御
決
議
ノ
上
、
速
ニ
御
許
可
相
成
度
。
…
（
以
下
略
）

　

ま
ず
、
屯
田
兵
の
設
置
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
至
当
ノ
儀
ト
存
候
」
と
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
黒
田
の
要
求
で
あ
る
軍
艦

二
隻
の
配
備
に
つ
い
て
は
、
経
費
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
旨
を
述
べ
、
軍
艦
二
隻
を
一
年
間
の
期
間
で
北
海
道
に
派
遣
し
た
場
合
、
合
計

で
一
五
万
五
三
七
〇
円
六
九
銭
の
経
費
が
必
要
と
な
る
と
し
て
い
る
。
因
み
に
、
黒
田
に
よ
る
屯
田
兵
の
た
め
の
必
要
経
費
の
見
積
も
り
で

は
、
一
五
〇
〇
名
の
屯
田
兵
が
一
家
四
人
で
北
海
道
に
入
植
し
た
場
合
、
三
年
間
で
六
八
万
二
六
七
〇
円
二
〇
銭
が
必
要
に
な
る
と
し
て
い

る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
海
軍
の
要
求
す
る
軍
艦
二
隻
の
北
海
道
派
遣
の
経
費
は
、
屯
田
兵
入
植
の
経
費
に
匹
敵
す
る
巨
額
の
経
費
で
あ
る

と
い
え
る
。
な
お
、
政
府
内
に
お
い
て
は
、
内
史
に
よ
る
審
議
の
結
果
、
黒
田
の
見
積
も
り
に
よ
る
屯
田
兵
の
経
費
に
加
え
、
海
軍
省
の
提

出
し
た
軍
艦
派
遣
に
関
わ
る
経
費
の
見
積
も
り
に
つ
い
て
も
全
額
を
承
認
す
べ
き
こ
と
が
稟
議
さ
れ
て
お
り
、
屯
田
兵
の
設
置
と
千
島
・
樺

太
地
域
の
防
衛
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

３　

外
務
省
と
ロ
シ
ア
公
使
館

　

屯
田
兵
設
置
の
計
画
は
、
北
方
に
お
け
る
紛
争
の
相
手
と
目
さ
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
を
刺
激
し
た
。
駐
日
ロ
シ
ア
代
理
公
使
の
オ
ラ
ロ
フ

ス
キ
ー
は
、
明
治
七
年
四
月
一
一
日
付
書
簡
で
外
務
卿
寺
島
宗
則
に
対
し
て
屯
田
兵
設
置
に
関
す
る
風
聞
の
真
偽
の
確
認
を
行
っ
て
い
る12
。
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日
本
政
府
が
「
蝦
夷
島
ヘ
総
員
六
千
ノ
兵
員
ヲ
送
ラ
ン
ト
企
テ
其
中
二
千
人
ハ
サ
カ
レ
ン
島
ニ
屯
営
ス
ル
為
也
」
と
の
風
聞
が
東
京
や
横

浜
で
流
布
し
て
い
る
が
、「
本
国
政
府
ヘ
報
知
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
程
ノ
虚
説
」
な
の
か
ど
う
か
、
真
偽
を
確
か
め
た
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

虚
説
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
風
評
を
鎮
め
る
た
め
に
、「
此
拙
簡
幷
閣
下
ヨ
リ
賜
ハ
ラ
ン
処
ノ
貴
答
ト
ヲ
内
外
ノ
新
聞
紙
ニ
出
版
」
し

た
い
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
に
よ
る
樺
太
派
兵
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
外
務
卿
で
あ
る
寺
島
の
言
質
を
取
り
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
日

本
の
国
内
外
に
報
道
を
通
じ
て
発
表
す
る
こ
と
を
求
め
る
な
ど
、
屯
田
兵
が
樺
太
に
駐
留
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
側
が
非
常
に
神
経

を
と
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

か
か
る
オ
ラ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
外
務
省
は
、
そ
の
翌
日
に
開
拓
使
に
対
し
て
屯
田
兵
に
関
す
る
照
会
を
行
い
、
六
〇

〇
〇
名
の
屯
田
兵
の
う
ち
二
〇
〇
〇
名
を
樺
太
に
配
備
す
る
と
い
う
風
説
に
つ
い
て
、「
全
虚
説
ト
ハ
存
候
ヘ
共
、
若
哉
札
幌
表
ヘ
鎮
台
ニ

テ
モ
被
差
置
候
都
合
ニ
モ
有
之
」
と
、
虚
説
で
は
あ
ろ
う
が
、
も
し
、
屯
田
兵
で
は
な
く
札
幌
に
鎮
台
を
設
置
し
て
陸
軍
の
正
規
部
隊
を
配

備
す
る
計
画
が
あ
り
、
そ
れ
が
誤
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
し
て
い
る13
。
外
務
省

も
陸
軍
省
と
同
様
に
、
ロ
シ
ア
と
の
軍
事
的
な
衝
突
の
発
生
を
懸
念
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

外
務
省
の
照
会
に
対
し
て
開
拓
使
は
、
一
年
間
に
五
〇
〇
戸
の
計
画
で
三
年
間
に
わ
た
っ
て
屯
田
兵
を
募
集
し
、
一
家
を
四
人
と
見
込
む

と
、
家
族
を
含
め
て
六
〇
〇
〇
人
が
北
海
道
に
移
住
す
る
と
い
う
話
を
、
六
〇
〇
〇
人
の
兵
士
を
北
海
道
に
派
兵
す
る
計
画
と
間
違
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ロ
シ
ア
公
使
に
正
し
く
伝
え
て
ほ
し
い
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
外
務
省
か
ら
の
返
信
を
受
け
た
オ
ラ
ロ
フ

ス
キ
ー
は
、
日
本
に
樺
太
出
兵
の
意
図
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
寺
島
と
の
間
の
往
復
書
簡
の
内
容
を
、
当
初
の
予
定
通
り
内
外

の
新
聞
に
公
開
す
る
旨
を
改
め
て
外
務
省
に
伝
え
、
外
務
省
も
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
外
務
省
は
樺
太
派
兵
の
有
無
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
と
の
摩
擦
を
除
く
と
、
屯
田
兵
の
設
置
自
体
に
つ
い
て
は
、「
別
ニ
異
存
無

之
」
と
、
特
に
異
存
は
な
い
と
し
て
い
る
。
陸
軍
省
、
海
軍
省
の
対
応
な
ど
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
明
治
六
年
の
段
階
で
は
、
開
拓
使
と
関

係
各
省
の
間
に
屯
田
兵
を
設
置
し
て
北
辺
の
安
全
を
図
る
と
い
う
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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二
　
屯
田
兵
と
そ
の
装
備

（
一
）
屯
田
兵
の
入
植

　

明
治
七
年
一
〇
月
三
〇
日
の
「
屯
田
憲
兵
例
則
」
の
公
布
に
よ
り
、
屯
田
兵
の
募
集
が
開
始
さ
れ
た
。
初
年
度
の
明
治
七
年
は
、
館
・
青

森
・
酒
田
の
三
県
の
士
族
を
対
象
と
し
て
各
県
よ
り
六
二
名
ず
つ
、
合
計
一
八
六
名
の
募
集
を
行
っ
た
。
翌
八
年
は
、
宮
城
・
青
森
・
酒

田
・
置
賜
・
岩
手
・
秋
田
の
六
県
に
募
集
地
域
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
士
族
だ
け
で
な
く
平
民
も
対
象
と
す
る
な
ど
、
募
集
対
象
の
拡
大
も

行
っ
た
。
計
画
で
は
、
六
県
で
合
計
九
六
〇
名
を
募
集
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
屯
田
兵
と
し
て
札
幌
近
郊
に
入
植
す
る
者
に
は
住
居

と
養
蚕
関
係
の
必
要
器
具
一
式
を
、
函
館
近
郊
に
入
植
す
る
者
に
は
住
居
と
麻
苧
栽
培
関
係
の
必
要
器
具
一
式
を
与
え
る
と
し
て
い
た
た
め
、

屯
田
兵
入
植
の
た
め
の
予
算
が
不
足
し
、
開
拓
使
は
政
府
に
対
し
て
募
集
人
員
を
減
ず
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
る14
。

　

こ
う
し
た
予
算
上
の
制
約
な
ど
も
あ
り
、
明
治
一
〇
年
ま
で
に
実
際
に
北
海
道
に
入
植
し
た
屯
田
兵
は
、
第
一
大
隊
の
五
五
七
名
に
留

ま
っ
て
い
た
。「
屯
田
憲
兵
例
則
」
で
は
、
屯
田
兵
は
三
個
大
隊
か
ら
成
る
一
個
連
隊
を
総
兵
力
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
人
員
は

士
官
・
下
士
官
・
兵
の
全
て
を
合
わ
せ
て
一
六
七
二
名
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
三
分
の
一
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　

黒
田
の
構
想
で
は
戊
辰
戦
争
で
打
撃
を
受
け
た
東
北
諸
藩
の
士
族
救
済
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
屯
田
兵
に
応
募
す
る
士
族

の
人
数
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
平
民
に
対
象
を
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
明
治
一
〇
年
の
段
階
で

当
初
の
予
定
の
三
分
の
一
の
人
員
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
一
〇
年
に
「
屯
田
予
備
兵
条
例
」
を
定
め
、
後
方
予
備
兵
力
と
し

て
の
屯
田
予
備
兵
六
六
四
名
を
追
加
で
募
集
し
て
い
る
。「
屯
田
予
備
兵
条
例
」
は
明
治
一
四
年
に
廃
止
さ
れ
、
正
規
の
屯
田
兵
が
充
足
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
設
置
当
初
の
屯
田
兵
は
、
予
備
兵
と
合
わ
せ
て
も
一
二
〇
〇
名
程
度
の
兵
力
に
留
ま
っ
て
い
た
。
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（
二
）
屯
田
兵
の
装
備

　

陸
軍
省
の
防
衛
方
針
で
は
、
北
海
道
に
配
備
さ
れ
る
兵
力
は
「
後
備
ノ
軍
」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
屯
田
兵
は
陸
軍
の
正
規
部

隊
で
あ
る
鎮
台
の
歩
兵
と
比
較
す
る
と
二
線
級
の
部
隊
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
屯
田
兵
は
二
線
級
部
隊
で
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
装
備
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
た
い
。
屯
田
兵
の
装
備
に
つ
い
て
は
、
開
拓
使
管
内
の
統
計
記
録
で
あ
る
『
開
拓

使
札
幌
本
庁
管
内
一
覧
概
表
』
に
記
載
の
「
屯
田
兵
備
銃
」
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
の
が
表
「『
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
一
覧
概
表
』
に
見

る
屯
田
兵
の
装
備
」
で
あ
る
。

　

同
表
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
『
大
隈
文
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
た
明
治
一
一
年
か
ら
一
三
年
ま
で
の
『
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内

一
覧
概
表
』
に
お
け
る
三
年
間
の
統
計
資
料
に
基
づ
い
て
い
る15
。

　

な
お
、
同
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
銃
砲
を
屯
田
兵
が
実
際
に
使
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
装
備

数
が
一
〇
〇
丁
を
超
え
て
い
る
銃
砲
に
つ
い
て
は
、
屯
田
兵
の
主
要
装
備
と
し
て
採
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
最
も
数
が
多
い
の
は
「
レ
ミ
ン
ト
ン
銃
」
で
あ
り
、
三
年
間
を
通
じ
て
一
五
七
二
丁
で
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
屯
田
兵
の
主

力
小
銃
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
「
レ
ミ
ン
ト
ン
銃
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
レ
ミ
ン
ト
ン
社
が
開
発
・
製
造
し
た
後
装
式
単

発
施
条
銃
で
あ
り
、「
Ｍ
一
八
六
七　

レ
ミ
ン
ト
ン
ラ
イ
フ
ル
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
陸
軍
の
制
式
採
用
小
銃
と
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
北
欧
諸
国
の
陸
軍
が
採
用
し
て
い
る
。

　

次
に
数
が
多
い
「
エ
ン
ピ
ー
ル
銃
」
と
は
、
英
国
の
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
造
兵
廠
が
製
造
し
た
前
装
式
単
発
施
条
銃
で
、
戊
辰
戦
争
の
際
に

旧
幕
府
軍
及
び
新
政
府
軍
の
双
方
で
主
力
小
銃
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
」
で
あ
る
。
戊
辰
戦
争
当
時
の
主
力
小
銃
で
あ

り
、
す
で
に
旧
式
銃
と
な
っ
て
は
い
る
が
大
量
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
明
治
以
降
も
多
数
の
銃
が
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
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三
番
目
に
数
が
多
い
「
旧
色
付
レ
ミ
ン
ト
ン
銃
」
が
具
体
的
に

ど
の
銃
を
指
し
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
推
測
と
な
る

が
、
恐
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
の
レ
ミ
ン
ト
ン
社
が
製
造
し
た
前
装
式

単
発
施
条
銃
の
「
Ｍ
一
八
六
三　

レ
ミ
ン
ト
ン
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
ラ

イ
フ
ル
」
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
」

と
同
様
に
ミ
ニ
エ
ー
弾
を
使
用
す
る
「
ミ
ニ
エ
ー
銃
」
に
分
類
さ

れ
る
小
銃
で
あ
り
、
性
能
な
ど
は
「
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
」
と
ほ

（明治11年）
兵器種類 数量 保有弾薬数

カツトリンク砲 8 148250
レミントン銃 1572 670142
六連短銃 20 3083
短スペンセール銃 57 11978
長スペンセール銃 4
旧色付レミントン銃 177 9508
六角砲 6 300
ロケット架 6 203
エンピール銃 550 5500
フランスホート 1 59
メリケンホート 1
短エンピール銃 39
十六連銃 2
鳥打銃 1
長ゲヘール銃 47
スナイトール銃 7

（明治12年）
兵器種類 数量 保有弾薬数

カツトリンク砲 8 148250
レミントン銃 1572 649424
六連短銃 20 3083
短スペンセール銃 57 11978
長スペンセール銃 4
旧色付レミントン銃 177 9508
六角砲 6 300
ロケット架 6 203
エンピール銃 24
フランスホート 1
メリケンホート 1 39
短エンピール銃 13
十六連銃 2
鳥打銃 1
長ゲヘール銃 20
スナイトール銃 6

（明治13年）
兵器種類 数量 保有弾薬数

カツトリンク砲 8 148213
レミントン銃 1572 556309
六連短銃 16 2819
短スペンセール銃 58 13170
長スペンセール銃 21
旧色付レミントン銃 177 9319
六角砲 6 300
ロケット架 6 200
エンピール銃 570 26500
フランスホート 1 20
メリケンホート 1 39
六連照尺付短銃 3 160
十六連銃 2
鳥打銃 1
室内射的銃 5 5000
スナイトール銃 7 140

『
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
一
覧
概
表
』に
見
る
屯
田
兵
の
装
備
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ぼ
同
様
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
小
銃
の
う
ち
、
屯
田
兵
が
装
備
し
た
の
は
前
述
の
よ
う
に
「
レ
ミ
ン
ト
ン
銃
」、
す
な
わ
ち
「
Ｍ
一
八
六
七　

レ
ミ
ン
ト
ン
ラ

イ
フ
ル
」
と
考
え
ら
れ
る
。
陸
軍
の
鎮
台
歩
兵
が
装
備
し
て
い
た
の
は
英
国
陸
軍
が
一
八
六
六
年
に
制
式
小
銃
と
し
て
採
用
し
た
「
ス
ナ
イ

ド
ル
銃
」
と
な
る
が
、「
レ
ミ
ン
ト
ン
銃
」
と
同
様
の
後
装
式
単
発
施
条
銃
で
あ
り
、
性
能
も
大
き
く
変
わ
ら
な
い
点
に
鑑
み
る
と
、
少
な

く
と
も
装
備
の
上
で
は
屯
田
兵
は
二
線
級
部
隊
で
は
な
く
、
正
規
兵
部
隊
と
同
様
の
水
準
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
は
、
屯
田
兵
は
「
屯
田
憲
兵
」
と
し
て
設
置
さ
れ
た
た
め
重
火
器
で
あ
る
大
砲
は
装
備
し
て
い
な
い
が
、
表
「『
開
拓
使
札
幌
本

庁
管
内
一
覧
概
表
』
に
見
る
屯
田
兵
の
装
備
」
に
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
開
拓
使
管
内
に
は
「
カ
ツ
ト
リ
ン
ク
砲
」、「
六
角
砲
」、「
ロ
ケ
ッ

ト
架
」、「
フ
ラ
ン
ス
ホ
ー
ト
」、「
メ
リ
ケ
ン
ホ
ー
ト
」
な
ど
の
大
砲
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
大
砲
の
呼
称
が
現
在
の
も
の
と
異
な

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
大
砲
を
指
し
て
い
る
の
か
は
推
測
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
六
角
砲
」
と
は
、
戊
辰
戦
争
に
お
い
て

主
力
野
砲
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
も
陸
軍
の
主
力
野
砲
で
あ
っ
た
四
斤
山
砲
と
推
測
さ
れ
る
。
当
時
の
砲
兵
部
隊
の
編
制
で
は
、
四

斤
山
砲
六
門
で
砲
兵
一
個
小
隊
を
編
制
し
て
い
る
た
め
、
開
拓
使
に
も
砲
兵
一
個
小
隊
に
相
当
す
る
大
砲
が
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

「
六
管
鎮
台
表
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
陸
軍
で
は
、
歩
兵
二
個
連
隊
、
砲
兵
一
個
大
隊
、
工
兵
一
個
大
隊
を
基
幹
と
し
て
鎮
台
は
編
制

さ
れ
て
お
り
、
砲
兵
及
び
工
兵
の
一
個
大
隊
は
二
個
小
隊
で
編
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
屯
田
兵
は
、
鎮
台
の
半
分
程
度
の
兵
力
を
有
し

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
屯
田
兵
は
鎮
台
兵
と
異
な
り
、
平
時
は
農
業
等
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
か
ら
兵
士
と
し
て
の
戦
力
を
低
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
に
お
い
て
第
一
大
隊
を
編
制
し
て
総
計
で
六
四
五
名
が
出
動
し
、
山
田
顕
義
の
指
揮
す
る
別
働
第
二
旅
団

に
編
入
さ
れ
て
戦
闘
に
参
加
し
て
い
る
。
屯
田
兵
は
、
西
南
戦
争
の
終
結
ま
で
に
八
名
の
戦
死
者
を
出
し
て
い
る
が16
、
後
方
配
備
で
は
な

く
、
鎮
台
歩
兵
と
と
も
に
前
線
で
の
戦
闘
に
参
加
し
て
お
り
、
戦
力
と
し
て
も
鎮
台
歩
兵
と
遜
色
が
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
装
備
や
編
制
、
西
南
戦
争
で
の
戦
闘
参
加
の
実
績
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
屯
田
兵
は
決
し
て
二
線
級
部
隊
で
は
な
い
と
み
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る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　
北
海
道
の
防
衛
と
屯
田
兵

　

陸
軍
省
の
防
衛
方
針
に
お
い
て
「
後
備
ノ
軍
」
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
屯
田
憲
兵
」
と
し
て
発
足
し
た
屯
田
兵
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
は

決
し
て
「
後
備
ノ
軍
」
で
は
な
く
、
陸
軍
の
正
規
兵
で
あ
る
鎮
台
歩
兵
と
遜
色
の
な
い
戦
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
前
章
に
お
い
て
明
ら
か

に
し
た
。
本
章
で
は
、
屯
田
兵
が
北
海
道
の
防
衛
と
い
う
そ
の
設
置
の
根
本
的
な
目
的
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
た
の
か
に
つ
い
て

考
察
を
進
め
た
い
。

　

明
治
七
年
一
〇
月
に
配
備
・
入
植
を
開
始
し
た
屯
田
兵
は
、
一
個
連
隊
一
六
七
二
名
を
定
数
と
し
た
が
、
設
置
当
初
に
お
い
て
は
、
一
個

大
隊
五
五
七
名
と
六
六
四
名
の
屯
田
予
備
兵
か
ら
成
る
一
二
〇
〇
名
程
度
の
戦
力
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
広
大
な
北
海

道
の
防
衛
を
行
う
に
は
、
完
全
編
制
と
な
っ
た
一
個
連
隊
を
も
っ
て
し
て
も
兵
力
が
過
少
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

北
海
道
の
防
衛
戦
力
と
し
て
の
屯
田
兵
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
章
に
お
い
て
み
た
と
お
り
、
戦

力
と
し
て
の
屯
田
兵
は
鎮
台
歩
兵
と
比
し
て
も
遜
色
が
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
屯
田
兵
に
と
っ
て
北
海
道
の
防

衛
の
た
め
に
不
足
し
て
い
た
の
は
規
模
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
本
章
で
は
、
屯
田
兵
の
規
模
が
一
個
連
隊
に
留
め
ら
れ
た
理
由

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
、
陸
軍
省
は
、
黒
田
に
よ
る
屯
田
兵
設
置
の
建
議
に
対
し
て
、
本
州
の
防
衛
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
徴

兵
制
の
開
始
に
よ
り
、
明
治
六
年
は
六
鎮
台
制
に
基
づ
い
て
陸
軍
部
隊
の
再
編
制
に
着
手
し
た
時
期
で
も
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
士
族
志
願
兵

で
あ
る
壮
兵
を
中
心
と
す
る
陸
軍
の
規
模
を
大
幅
に
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
約
八
〇
〇
〇
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名
で
あ
っ
た
陸
軍
の
兵
力
を
平
時
編
制
に
お
い
て
四
倍
弱
と
な
る
三
万
一
六
八
〇
名
ま
で
拡
大
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
多
額
の
経
費
が
求
め
ら
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
北
海
道
に
も
軍
管
を
置
く
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
着
手
時
期
は
、
明
治
六
年
段
階
で

は
未
定
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
、
陸
軍
に
課
さ
れ
た
予
算
的
な
制
約
に
よ
り
、
北
海
道
に
配
備
す
る
屯
田
兵
を
小
規
模
な
も
の
に
留
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
北
海
道
に
本
州
と
同
様
の
規
模
と
な
る
部
隊
が
配
備
さ
れ
る
の
は
、
屯
田
兵
を
改
組
・
拡
充
し

た
第
七
師
団
が
札
幌
に
お
い
て
編
制
さ
れ
た
明
治
二
九
年
五
月
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
陸
軍
省
及
び
外
務
省
が
懸
念
し
て
い
る
ロ
シ
ア
と
の
北
方
に
お
け
る
紛
争
の
誘
発
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
樺
太
に
お
け
る

日
露
両
国
の
紛
争
は
、
幕
末
以
降
す
で
に
し
ば
し
ば
発
生
し
て
お
り
、
明
治
政
府
内
に
お
い
て
も
樺
太
へ
の
派
兵
な
ど
を
求
め
る
い
わ
ば
対

露
強
硬
派
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
日
本
の
動
向
が
ロ
シ
ア
を
刺
激
し
て
日
露
間
の
軍
事
衝
突
を
引
き
起
こ
し
、
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
ロ
シ
ア
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
駐
日
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
は
、
明
治
政
府
に
対
し
て
日
露
間
の
国
力
・
軍
事
力
の

格
差
を
説
き
、
樺
太
の
放
棄
を
助
言
し
て
い
る17
。
明
治
六
年
の
屯
田
兵
設
置
に
当
た
っ
て
、
陸
軍
・
外
務
両
省
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
懸
念

に
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
西
郷
が
構
想
し
た
よ
う
な
鎮
台
、
す
な
わ
ち
本
州
と
同
様
の
陸
軍
正
規
兵
に
よ

る
大
規
模
な
部
隊
の
駐
留
は
、
前
述
の
予
算
上
の
制
約
と
も
相
ま
っ
て
避
け
る
べ
き
方
向
性
と
し
て
陸
軍
・
外
務
両
省
に
は
認
識
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
ロ
シ
ア
を
刺
激
し
な
い
規
模
の
部
隊
配
備
に
留
め
る
こ
と
を
た
び
た
び
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
屯
田
兵
が
直
接
対
峙
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
ロ
シ
ア
は
、
屯
田
兵
の
設
置
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
か
。

前
章
に
お
い
て
見
た
と
お
り
、
屯
田
兵
設
置
の
情
報
を
入
手
し
た
ロ
シ
ア
代
理
公
使
オ
ラ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
外
務
省
に
そ
の
真
偽
を
確
認
し
、

特
に
樺
太
へ
の
部
隊
の
駐
留
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
卿
で
あ
る
寺
島
の
確
約
を
求
め
、
そ
れ
を
日
本
の
国
内
外
に
公
表
す
る

こ
と
を
執
拗
に
求
め
て
い
る
。

　

日
露
両
国
間
の
軍
事
力
が
懸
絶
し
て
お
り
、
日
本
側
の
兵
力
配
備
が
ロ
シ
ア
に
口
実
を
与
え
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
北
方
の
軍
事
行
動
を
誘
発

す
る
と
い
う
陸
軍
・
外
務
両
省
な
ど
の
懸
念
が
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
幕
末
以
来
、
樺
太
か
ら
日
本
を
排
除
し
、
実
効
支
配
を
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確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
は
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
、
屯
田
兵
の
樺
太
駐
留
を
極
度
に
警
戒
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
極
東
、
特
に
樺
太
・
千
島
地
域
に
お
け
る
ロ
シ
ア
軍
の
配
備
状
況
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
地
域
に
配
備

さ
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
軍
の
戦
力
は
、
樺
太
の
函
泊
に
本
拠
を
移
し
た
東
シ
ベ
リ
ア
第
四
正
規
大
隊
と
こ
れ
に
付
属
す
る
砲
兵
部
隊
一
個
小
隊

で
あ
っ
た18
。
す
な
わ
ち
、
日
露
間
に
紛
争
が
発
生
し
た
際
に
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
即
時
投
入
が
可
能
な
の
は
、
一
〇
〇
〇
名
程
度
の
歩
兵
部

隊
と
五
門
前
後
の
野
砲
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
オ
ラ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
樺
太
に
「
二
千
人
」
が
駐
留
す
る
と
い
う
「
風

説
」
の
真
偽
に
拘
泥
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
戊
辰
戦
争
を
経
て
近
代
陸
軍
を
建
設
中
で
あ
っ
た
日
本
陸
軍
は
、
ロ
シ
ア
陸
軍
と
同
様
の
後
装
式

施
条
銃
を
装
備
し
て
散
兵
戦
術
を
基
本
と
し
た
訓
練
を
受
け
た
歩
兵
を
中
核
と
し
て
お
り
、
同
程
度
の
兵
力
が
衝
突
し
た
場
合
は
、
必
ず
し

も
ロ
シ
ア
が
優
位
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
砲
兵
に
よ
る
支
援
火
力
が
不
十
分
な
ロ
シ
ア
軍
部
隊
に
倍
す
る
兵
力
を
日
本
が
樺
太
に

駐
留
さ
せ
る
と
い
う
風
聞
の
真
偽
は
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
か
ら
オ
ラ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
樺
太
派
兵
が
行
わ
れ

な
い
こ
と
の
確
約
を
寺
島
及
び
外
務
省
に
対
し
て
繰
り
返
し
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

翻
っ
て
日
本
側
か
ら
す
れ
ば
、
樺
太
配
備
の
ロ
シ
ア
軍
部
隊
に
拮
抗
す
る
規
模
の
部
隊
を
北
海
道
に
配
備
す
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
の
行
動

を
牽
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
日
本
側
に
も
ロ
シ
ア
と
の
全
面
的
な
軍
事
衝
突
の
意
図
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
は
、
屯
田
兵
を

「
憲
兵
」
と
し
て
砲
兵
部
隊
を
編
制
か
ら
外
し
、
一
個
連
隊
に
留
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
樺
太
・
千
島
方
面
の
実
情
に
基
づ
い
た
判

断
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
屯
田
兵
は
、
極
東
ロ
シ
ア
軍
や
ロ
シ
ア
軍
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
戦
力
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
樺
太
に
駐
留
し
て
い
た
東
シ
ベ
リ
ア
第
四
正
規
大
隊
へ
の
対
抗
を
目
的
と
し
た
部
隊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
よ
り
、
屯
田
兵
の
設
置
は
、
当
時
の
陸
軍
の
財
政
的
制
約
と
樺
太
・
千
島
方
面
に
お
け
る
ロ
シ
ア
と
の
軍
事
力
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど

に
対
応
し
た
適
切
な
規
模
の
部
隊
配
備
で
あ
り
、
設
置
当
初
よ
り
、
北
海
道
全
土
の
完
全
防
衛
を
目
的
と
し
た
部
隊
で
は
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
屯
田
兵
設
置
に
際
し
て
の
政
府
内
に
お
け
る
審
議
過
程
か
ら
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、
外
務
省
の
屯
田
兵
設
置
に
対
す
る
認
識

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、『
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
一
覧
概
表
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
明
治
一
一
年
か
ら
一
三
年
に
至
る
ま
で
の
「
屯
田
兵

備
銃
」
に
基
づ
い
て
、
そ
の
戦
力
と
し
て
の
実
態
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
屯
田
兵
が
一
個
連
隊
と
い
う
「
僅
少
」
な
規
模
に
留
め

ら
れ
た
こ
と
に
は
、
陸
軍
に
お
け
る
徴
兵
制
に
基
づ
く
近
代
陸
軍
の
確
立
に
と
も
な
う
予
算
上
の
制
約
が
存
在
し
た
こ
と
と
、
北
辺
に
大
規

模
な
部
隊
を
配
備
す
る
こ
と
で
ロ
シ
ア
と
の
紛
争
を
誘
発
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
陸
軍
・
外
務
両
省
の
懸
念
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
改
め

て
確
認
し
た
。

　

し
か
し
、
駐
日
ロ
シ
ア
代
理
公
使
オ
ラ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
外
務
省
に
対
す
る
た
び
た
び
の
照
会
な
ど
か
ら
、
明
治
六
年
当
時
に
お
い
て
、
樺

太
・
千
島
地
域
に
配
備
さ
れ
た
ロ
シ
ア
軍
は
、
一
〇
〇
〇
名
程
度
の
規
模
で
あ
る
東
シ
ベ
リ
ア
第
四
正
規
大
隊
の
み
で
あ
り
、
屯
田
兵
の
規

模
が
一
五
〇
〇
名
程
度
に
留
め
ら
れ
た
理
由
は
、
む
し
ろ
、
同
地
域
の
ロ
シ
ア
軍
と
均
衡
す
る
規
模
の
部
隊
配
備
を
意
図
的
に
選
択
し
た
可

能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。

　

屯
田
兵
は
、
北
海
道
全
土
の
防
衛
と
い
う
観
点
か
ら
は
小
規
模
に
過
ぎ
る
た
め
、
不
十
分
な
戦
力
と
い
う
評
価
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

設
置
当
初
の
北
方
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
適
切
な
規
模
の
戦
力
配
備
と
し
て
再
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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註１ 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
太
政
類
典
』、「
屯
田
兵
設
置
方
法
幷
入
費
金
別
途
交
付
附
海
軍
省
巡
航
」

２ 

犬
塚
孝
明
他
編　

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
黒
田
清
隆
関
係
文
書
（
鹿
児
島
県
歴
史
史
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
所
蔵
）』　

八
一
―
二
「
北

海
道
樺
太
開
拓
に
関
し
上
陳
」

３ 

逢
坂
信
忢
『
黒
田
清
隆
と
ホ
ー
レ
ス･

ケ
プ
ロ
ン　

北
海
道
開
拓
の
二
大
恩
人
―
そ
の
生
涯
と
業
績
』
北
海
タ
イ
ム
ス
、
一
九
六
二
年
、

五
三
―
五
七
頁
。

４ 

樺
太
に
お
け
る
日
露
間
の
紛
争
は
、
外
務
省
編
『
日
露
交
渉
史
』（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
〇
八
―
一
一
五
頁
に
詳
し
い
。

５ 

西
郷
の
黒
田
宛
書
簡
（
明
治
六
年
九
月
一
一
日
、『
西
郷
隆
盛
全
集
』
第
三
巻
、
三
九
六
―
三
九
七
頁
）
に
お
い
て
、
樺
太
出
兵
の
審
議

が
遅
れ
る
こ
と
で
「
朝
鮮
の
処
迄
も
崩
れ
候
て
は
頓
と
蔵
が
め
あ
が
り
申
す
べ
き
と
狐
疑
い
た
し
居
り
申
し
候
」
と
、
樺
太
出
兵
論
が

征
韓
論
に
対
す
る
牽
制
で
は
な
い
か
と
西
郷
自
身
が
疑
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

６ 

立
教
大
学
日
本
史
研
究
室
編
『
大
久
保
利
通
関
係
文
書
』
第
三
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
八
年

７ 

前
掲
「
屯
田
兵
設
置
方
法
幷
入
費
金
別
途
交
付
附
海
軍
省
巡
航
」

８ 

西
郷
隆
盛
全
集
編
集
委
員
会
編
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
第
三
巻
、
大
和
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
三
〇
―
一
三
二
頁

９ 『
太
政
類
典
』、「
黒
田
開
拓
次
官
ヘ
屯
田
憲
兵
総
理
ヲ
命
ス
幷
屯
田
憲
兵
方
法
ヲ
陸
軍
省
ニ
調
査
セ
シ
ム
附
同
件
ニ
付
魯
国
代
理
公
使
往

復
書
」

⓾ 『
太
政
類
典
』、「
屯
田
憲
兵
設
置
ノ
条
例
ヲ
定
ム
」

⓫ 

前
掲
「
屯
田
兵
設
置
方
法
幷
入
費
金
別
途
交
付
附
海
軍
省
巡
航
」

⓬ 

前
掲
「
黒
田
開
拓
次
官
ヘ
屯
田
憲
兵
総
理
ヲ
命
ス
幷
屯
田
憲
兵
方
法
ヲ
陸
軍
省
ニ
調
査
セ
シ
ム
附
同
件
ニ
付
魯
国
代
理
公
使
往
復
書
」
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⓭ 
同
前

⓮ 『
太
政
類
典
』、「
屯
田
兵
編
製
費
用
定
額
ニ
超
過
セ
サ
ル
為
メ
人
員
ヲ
減
ス
」

⓯ 

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
大
隈
文
書
』　
『
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
一
覧
概
表
』

⓰ 

相
庭
達
也
「
屯
田
兵
と
西
南
戦
争
―
屯
田
兵
の
戦
没
者
慰
霊
と
遺
族
扶
助
」『
北
方
人
文
研
究
』
第
一
二
号
、
六
―
七
頁

⓱ 

秋
月
俊
幸
『
日
露
関
係
と
サ
ハ
リ
ン
島
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
九
三
頁

⓲ 

麓
慎
一
「
維
新
政
府
の
成
立
と
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
リ
ン
島
政
策
―
プ
リ
ア
ム
ー
ル
地
域
の
問
題
に
関
す
る
特
別
審
議
会
の
議
事
録
を
中
心

に
―
」『
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
の
構
築
』
研
究
報
告
集　

第
一
一
号
、
一
四
頁




